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第１３回光が丘第八保育園民間委託化対策協議会 
平成１７年６月１１日（土） 光が丘図書館 

 
 

協議会検討事項記録 
 
議題  １ 第７回協議会合意事項確認 

２ 選定委員会の進捗状況について 
    ３ 覚書について 
    ４ 運営委員会について 
 
１ 第７回協議会合意事項確認 
 要点記録と協議会検討事項記録を、保護者側委員、区側委員双方の代表により署名。 
 
２ 選定委員会の進捗状況について 
（保護者側）書類審査で最低基準を下回る判定はあったか。 
（区  側）ヒアリング・現地調査で確認するべきものがあり、書類だけで判断することはしない。

と委員の意見があったので、書類審査での判定は無い。 
（保護者側）プレゼンテーションの時間が短縮されたのは、何か意図があったのか。 
（区  側）事業者の提案説明より、ヒアリングに時間をとり、多くの項目を確認したい。と委員の

意見があり、その結果プレゼンテーションを時間短縮した。 
（保護者側）選定の終了予定はいつごろか。 
（区  側）６月２６日の選定委員会で決定を考えている。 
 
３ 覚書について 
（保護者側）覚書（案）を説明。委託後の覚書については、別途、結びたい。区の考えを聞きたい。 
（区  側）① 適切な事業者を選定できなかった場合、選定委員会と保護者による協議機関を別途

設置することについて（区の考え）事業者の選定は、あくまで区長の責任で行うもの。選

定委員会は、区長に代わり専門的に審査して答申する。それを区長が尊重して決定する。

選定委員会が協議機関になり、対応策を決定することは考えていない。 
      ② 一時凍結について（区の考え）契約後は、契約上での対応があり、回復させること

を優先したい。一方的な凍結はできない。 
      ③ 職員の異動について（区の考え）異動にはさまざまな事情がある。当然一度に大勢

が辞めたとなると、債務不履行と判断できる。数人が辞めたから、即凍結ということはで

きない。 
（保護者側）事業者選定ができない理由を分析してほしい。協議機関を設置しないならどうするか。 
（区  側）選定委員会の審査過程の中で、原因が明らかになるだろう。 
（保護者側）その後の対応策はどう考えるのか。 
（区  側）原因を踏まえて、区としての対応策をまとめ、協議会で協議したい。 
次回以降に保留 
 
４ 運営委員会について 
（保護者側）設置する区の意図は何か。 
（区  側）保護者、事業者、区の３者で問題点や改善点について、話し合う場が必要と考える。 
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（保護者側）運営委員会に権限が無いなら、設置の意味が無い。 
（区  側）運営委員会で決めたとおりに、区が対応することは難しいと考える。 
（保護者側）改善点などは当初だけと思う。運営が順調に行けば、行事などの確認程度と思われる。 
      権限については、明文化してほしい。 
次回以降に保留 
 
５ その他 
（保護者側）７・８月の引継ぎ計画の詳細スケジュールを示してほしい。 
（区  側）事業者から引継ぎ、準備委託についての提案をしている。選定された事業者と打合せし

て決めていくため、今は出しづらいと思う。 
（保護者側）第三者評価のスケジュールはどうしたか。 
（区  側）６月２７日にアンケート用紙を配付予定。 
 
 
次回日程  ６／１９（日） 

以 上 
 
 


